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鳥
取
市
の
不
法
投
棄
は
、
16
年

度
に
確
認
で
き
た
も
の
で
１
３
２

件
、
17
年
度
で
は
、
合
併
し
て
広

く
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、

４
カ
月
を
経
過
し
た
８
月
現
在

で
、
52
件
と
な
っ
て
お
り
、
増
加

傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　ごみをみだりに捨てることは禁じられています。
　不法投棄は、地域の美観を損ねるだけでなく、土

地の所有者や、管理者に多大な迷惑をかけることに

なります。また、正しい処理を行わずに捨てられた

ごみからは、有害な物質が漏れだし自然環境に深刻

な影響を与えます。

　廃棄物は、ルールに従い、排出した人が必ず責任

を持って適正に処理しましょう。

　不法投棄は、厳しく罰せられます。

不
法
投
棄
の
現
状
は

させ
ない

させ
ない

させ
ないしな

い 不法投棄

特　集

わ
た
し
た
ち
の
ま
ち
は

ご
み
箱
じ
ゃ
な
い
！


